
イメージデータで提出可能な添付書類

(相続税申告)

イメージデータ伊DF 形式)による提出が可能な主な添付書類は、次のとおりです。
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●相続税申告においては、

能です。

0 添付書類をイメージデータで提出する場合の注意事項 0

以下の「添付喜類の名称」は、例示として掲げているものであり、提出する添付

審類の名称が相違している場合であっても類似するものであれば、提出することが
できます。

なお、例外として、一部の担保提供関係書類にっいては、書面による提出が必要
です(mを参照)。

また、イメージデータ,書面ともに原則提出不要な書類にっいては、Ⅳを参照し
てください。

●法令により『登記事項証明書(不動産及び商業・法人)』の添付が規定されてい
る手続にっいては、申告者が必要事項を税務暑等に提供する場合、登記事項証明書
の添付を省略することができます。詳細は二ちらのぺージをご覧ください。

則として全て

、、

別紙4

主宅重旦____^添付書類の名称

法令上提出する必要がある書類

I e-T8×(X胤形式)による提出ができな「相捷税中告等_の_,二1旦ざ_建出方法一覧」
い申告書帳票

'、付

2 -般の場合(3~17の特例等の適用次のいずれかの書類

1を受けない場合)(1)被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の縢太の

'(相続税法第27条).写し(相続聞始の日から10日を経過した日以後に作成さ

孟 イメージデータで'出可

^^^^^^^^

ーーーー、ー'＼

配偶者の税額軽減の適用を曼ける場①上記2に掲げる書類

合②遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し i

(相続税法第19条の2)③相続人全員の印鑑証明喜(遺産分割協議書に押印したも1

④申告期限後3年以内の分割見込書(申告期限内に分割がで

主な項目

相続時精算課税適用者がいる場合

(相続税法第27条)

添付書類の名称

小規棋宅地等の特倒の適用を墨ける1

総務大臣が交付Lた証明喜

場合

(租税特別措置法第69 条の4)

れたもの)

他)図形式の法定稲続情報一覧図の写し(子の続柄が冥子

又は養子のいずれであるかが分かるように記載されたも

のに限ります。J

なお、被相続人に養子がいる場合には、その養子の戸

籍の謄本又は抄本の提出も必要です。

上記2に掲げる書類

被相続人の戸鉾の附票の写し〔叉】

相続開始の日以後に作成されたものに限ります。

^^^^^

【特定居住用宅地等】 1

被相続人の居住の用1三褒、「一辱倒1テ、通用を璽ける宅地等を自己の居住の用に供してぃる
されていた一棟の建物に居 1ことを明らかにする書類

住していた親族又は被相続※特例の適用を受ける人が被相続人の配偶看である場合又

人と生計をーにしていた親1 はマイナンバー(個人番昌)を有する者である場合には提出

族が、被相続人等の居住の1 不要です.

用に供されていた宅地等に1

1 1

障害福祉サービス受給者証 1

でゆ肝」と表示した

」

"ノ

_______」

きない場合〕

【共通】

上記4に掲げる書類

1 ついて特例の適用を受ける

ーーーーーー^ーー.ー^ー^」^ーーーーー「^

被相続人の親族で、相続①相続開始前3年以内における住所又は居所を明らかにす

:開始前3年以内に自己等のる書類(※)

1 所有する家屋に居住したこ②相続開始前3年以内に居住していた家屋が、自己、自己の1

とがないことなど一定の要配偶者、三類等内の毅焦又は特別の関係がある一定の法人の1

ている場合に限ります。

なと

件を満たす人が、被相続人1 所有する家屋以外の家屋である旨を証する書類 1
の居住の用に供されていた③相続開始の時において自己の居住してぃる家屋を相続開1

宅地等にっいて特倒の適用1 始前のいずれの時においても所有していたことがないこと1
を受ける場合

^ーーーーーーー^

ー.^」一^^^^ーーーーーーーー]一ー^
る者である場合には提出不要です。

ト丁一疲稻巍^て養纏老人ホー1①

1 の直前において被相続人の 1③

被相続人の戸籍の附票の写し

ムに入所していたことなど②介護保険の粧保険者証の写し、

一定の事由により相続開始1 の写しなど

葹酘への入所時における契約喜の写し

居住の用に供されていなか1

つた宅地等にっいて特例の1

1【特定事業用宅地等】

1 郵便局舎の敷地の用に供され

を証する妻類

※,寺例の適用を受ける人がマイナンバー f個人書号)を有す

適用を受ける場合

4
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【特定同族会社事棄用宅地等】

②法人の発行済株式の総数(又は出資の総額)及び被相続人

等が有するその法人の株式の総数(又は出資の総額)を記戲

した書類でその法人が証朋したもの

【貸付事業用宅地等】 遇去4年分の所得税青色申告決算喜(不動産所得用)の写し

など被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事

主な項目

1 ※ 貸付事業用宅地等が平成 30
年4月1日以後に新たに被相

続人等の特定貸付事業の用に

供されたものである場合に限

ります.

特定計画山林の特例の適用を受ける6

(租税特別措置法第69条の5)

①法人の定款の写し

7 特定受贈同族会社株式等に係る特定

事業用資産の特例の適用を受ける場

添付書類の名称

業を行っていたことを明らかにオる書類

8

9

の明細

上記4に掲げる書類

市町村長等の認定を受けた森林経営計画喜の写し

る場合

10

上記4①~③に掲げる書類など

(租税特別措置法第70条の7の6)

非上場株式等の特例贈与者が死亡し

た場合の相続税の糊税猶予及ぴ免除

の特例の適用を受ける場合

(租税特別措置法第70条の7の8)

非上場株式等についての相続税の納

税猶予及び免除の適用を受ける場合

(租税特別措置法第70条の7の2)

ユ非上場株式等の贈与者が死亡した場

合の相続税の耕税猶予及び免除の適

1'

(租税特別措置法第70条の7の4) 1

医療法人の持分についての相続税の

納税猶予及ぴ免除の適用を受ける場

合

(秘税特別措置法第70条の7の 12)

^^^^^^^

山林にっいての相続税の納税猶予及①上記4小~③に掲げる宴類

ぴ免除の適用を受ける場合②特例の適用要件に該当することの市町村長の証明書及び
(租税特別措置法第70条の6の6)農林水産大臣の証明書並びに農林水産大臣の確認書

③市町村長等の認定を受けた癖林経営計画書の写し及び森1

など

上記4①~②に掲げる婁類

定款の写しなだ

主な項目

^

巧 医療法人の持分についての相続税の

( iξ

税額控除の適用を受ける場合

(租税特別措置法第70条の7の 13)

上記4①~③に掲げる書類

定歉の写しなど

16 特定の蔓術品にっいての相続税の納

税猶予及び免除の適用を受ける場合

(租税特別措置法第70条の6の7)

螢税」贈,盈用1』は、相続税由告においては電子

上記4①~②に掲げる喜類

定款の写しなど

①上記4①~③に掲げる書類

②認定移行計画の写し

③相続閉始の直前及び相続開始の時における認定医療法人

の出資者名蹟の写しなど

17 個人の事業用資産にっいての相続税

の納税猶予及ぴ免除の適用を受ける

場合

(租税特別措置法第70条の6の 10)

林軽営i十画の市町村長等の認定に係る通釦の写し

④森林法笛リ条第2項の届出妻の写しなど

添付書類の名称

上記M①~③に掲げる婁類

出資特分の放棄申出書など

①上記4①~③に掲げる書類

②認定保存活用計画に係る計画喜の写し及び認定に係る通
知の写し

③評価価格通知書の写し

④寄託先美術館の設置者に寄託Lていたことを明らかにす
る書類など

18 納税猶予適用に係る担保提供関係書

類(上記8~14、 16~17)

1 (共通)

①上記4①~③仁掲げる喜類

②特定享業用資度の区分に応じて定める讐類(地方税法第

393条の規定による通知書など)

③(被相続人が60歳以上で死亡した場合)後継者が相続開始

の直前において特定事業用資産に係る一定の事業に従事し

ていた旨及びその事実の詳細など

(担保種別)

土地

建物・立木・

保証人(個人)

※上記17までの書類とは別ファイルでイメージ化願います

担保提供書

保証人(法人)

※1

登記事項証明喜

固定責産税評価証明書

法令上提出する必要がある書類のうちイメージデータにより提出できない書類にっいては、「Ⅲ書面
による提出が必要な書類」をご覧ください。

※2

豊記享項証明書

固定資産税評価証明喜

『取得した丕動座1三優る不動産霊号

データ(X槻形式)に対応していないため、イメージ〒ータで提出可能です。

保証人の土地・建物の壹記事項証明宴

保証人の固定資産税評価証明讐

保証人の収入を確認できる書類(源泉徴収票等)

①保鉦法人の土地・建物の昼記事項証明書

②保証法人の壹記事項証明書(もしくは法人番号等の記戲の
ある書類)

③俣証法人の直近決算期の貸借対照豪・損益計算書の写し
④議事録の写し

①
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①
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Ⅱ 1以外で提出をお願いしている書類

1〒1申告書作成時の検討内容を確認する1① 相続税の申告のためのチェックシート
生な項目 添付書類の名称

1③登録艶柄及び店頭管理銘柄の評価明細書
土地及び土地の上に存する権利の評価明細書

配偶者居住権等の評価明細書

一般動産及び船舶の評価明細書

力定期借地権等の評価朋細書

⑧市街地農地等の艀価明細書

小山林・森林の立木の評価明細書

特許権、実用新案権、童匠権、商標権等の評価明細書

4)

皿 書面による提出が必要な喜類

「^ーー「

納税猶予適用に係る担保提供関係書類

(上記118イメージデータ対象外書類)

項目

1 (担保種月1」)

(わ土地

1 1

一̂L^ー^ーーーーー_______

(2)建物・立木・豊記船舶・自

動車等

納税猶予適用に当たり提供する担保に係る抵当権般定登記,

11こ必要となる書類

(詳細は「11二.':ののしかた」の他、「

.^豆1」をご参照ください。)

(3)贅録国債・地方債

債その他

Ⅷ株主名薄記載事項証明宴(会社法第149条築1項の書1

面で会社の代表権を有する者が記名押印したもの)

②上記仟}の押印に係る印鑑証明書

1《出資持分を担保とする場合》

添付書類の名称

担保物所有者の印鑑証明書

担保物所有者の抵当権設定登記承諾書

小質権酘定承認誇求書

1②裏書承認等のある保険証券等

供託書正本

④登録社債・壹録社債以外の《登鋒社債の塲合》

社債等 1・担保権豊鑁内容証明書

1河〕質権設定承諾書

」②印修証明喜

1③対象非上場株式等に係る会社が自社の持分に質権を酘定1

されることについて承諾したことを証する讐類(非土場株式1

等にっいての相続税納税猶予の適用を受ける経営承継相緩1
1 人等が持分の全部を担保提供する場合に限る)

《株券発行会社の株式を担保とする場合》

供託雲正本

《株券不発行会社の株式を担保とする場合》

m 相続人等が所有する非上場株式にっいての質権酘定承諾1

喜

②印鑑証明書(質権設定承諾婁に押印のもの)

(注)上記の他、質権般定後に次の審類を提出する必要があり

ます。

振谷国《登録国債の場合》

,壹録済通知書

《登録地方債の場合》

1・担保権登録内容証明書
1《振晉国債・無記名国債・登録地方債以外の地方債の場合》

:③担保物所有者の印鑑証明喜

1④担保物所有きの抵当権設定畳記(登録〕承諾書

1《登録社債以外の社債等の場合》

供託讐正本
上場株式・上場株式の所有者の擾替口座簿の写し(5)

(6)

;Ξ、

非上場株式等
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(刀

項自

保証人(個人

⑧認定医療法人の持分

(9) 特定蔓術品

法人) 納税保証書

ι(1)~(9)共通】

第三者の財摩を担保とする場合

添付書類の名称

美術品を納税地の所館税務薯長のために保管することを命

じたこと及び当該寄託先美術館の般置者が当該保管にっい

て承諾したことを証する確定日付のある喜類

②印鑑証明書

司質権設定承認請求書

納税者が未成年者・成年被後見

人等の場合

《未成丘者が法定代理人である納税老のための担保を提供す

る場合》

①特別代理人の資格を証する喜面としての審判書謄本

②特別代理人の印鑑証明書

《暢上保証人が法人である場合》

①法人の印鑑証明書

稚事録原本 6去人が物上保証することにっいて担保提供手

綾が行われた旨記纖されたもの)

1̂

《耒成年の場合》

②法定代理人の印鑑証明書

Ⅳその他

次の書類は、

《成年被後見人の場合》

①成年被後見人の登記事項証明書

②成年後見人の印鑑証明書

《被保佐人又は被補助人(担保提供手続にっいて代理権付与あ
り)の場合》

被保佐人又は被補助人の登記享項証明書

補佐人又は補助人の印鑑証明書

《被俣佐人又は被補助人(担保提供手続にっいて代理権付与な
し)の場合》

①被保佐人又は被補劭人の麦記事頃証明婁

②被補佐人又は被補助人の印撲証明宴

不動産に関する書類

イメージデータ

主な項目

__」ニヲ_補佐人又は補助人の周意書及び印拷証明書

事業(農業)用財崖に関する書類

3

叩こ,のに対し、当

有価証券に関する書類

②印鑑証明書

4

書面ともに、

など

現金・預貯金に関する書類

5 家庭用財産に関する書類

6 生命保険金等に関する書類

①所有不動産を証明するもの(固定責産税評価証明書、登記
事項証明書等)の写し

②賃貸借契約喜の写し

③小作に付されている旨の農業委員会の証明書の写しなど

J

貝1

退職手当金等に関する書類

立木に関する書類

していただく必は

資崖・負債の残高表の写しなど

添付書類の名称

証券、株券、通帳又はその預り証の写し

配当金支払通知書(保有株数表示)の写し

その他の財産に関する書類

___1

預貯金・金銭信託等の残高証明書の写し

預貯金通帳の写しなど

評価に当たって参考とした責料

しません

保譲証券の写し

支払保険料計算書の写L

「 10 債務に関する書類

取締役会謙事録の写しなど

立木証明書の写し

森林経営計画書の写し

森林筑の写し

森林組合等の精通者意見の写し

1Ⅱ葬式費用に関する書類

① 借用証の写し

会員証(券)の写し

賃貸借契約書、通帳、領収書(控)の写し

損害保険契約に係る保険証券の写し

損害保険契約に係る支払保険料計算書の写し

車検証の写しなど

など

など

生前贈与財産の相続財産への加算に

関する書類

納付書の写し

納税通知書の写し

請求書の写し

手形の写し

など

賃貸惜契約書の写し

相続権利放棄由述の証明書の写し なと

領収証の写し

請求書の写し

①贈与証書の写し

②預貯金通帳の写し

③「教育責金」又は「結婚・子育て責金」の一括贈与に係る
管理残額の写しなど

、ー'ーーーー^

一

①
②

①
②

片
1
1
片

①
②

①
②
③
④

一
.

②
③
④
⑤
⑥

一

の人一証保

るす-
L担,続相託寄D

①
②
③
④
⑤
⑥

.
1
L

①
②
①

2

①
②

]
1

①
②
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主な項目

財産の評価に関する書類

ーー^'^ー」

ときに居住用の部分と貸付用の部分

π「1匝善^者控除額がある場合.障害看手帳の写しナ、どー'^ー,ーー^ー^.^ーーJ-

」、規模宅地等の特例の適用を曼ける

添付書類の名称

①土地の賃貸借契約書の写し

②住宅地図の写し

③固定資摩税評価証明書の写し

④納税通知書の写し

1⑤不動産亮買契約書の写L
追土地の現況写真など

賃貸借契約喜の写しなど
^^^^


